
　時間外に勤務した分を別日の勤務を短
くして対応する割振り変更。愛教労は修
学旅行など宿泊を伴う行事以外にも、
プールの当番や保護者対応などのさまざ
まな日常の時間外勤務に対して、割振り
変更簿を使って正確に割振り変更するこ
とを求めています。県教委は、1０月３
０日に行われた愛教労との交渉で、「割
振り変更は原則として書面で示すべきも
のである」と答えました。しかし、愛知
県内（特に海部・三河地域）では、いま
だに「口頭やメモで適切に対応してい

る」としているところが多くあります（表を参照）。口頭やメモでは曖昧で、適切に割振
り変更がなされないことは明らかです。 
　また、新たに設置されたところにも問題はあります。春日井市では昨年度設置０校から
急に５４校の全校設置となりました。昨年度までと同じ形式なのに、なぜ設置0校から全
校設置という調査結果に苦しみます。割振り変更を申し出にくい現状は変わらず、時間外
の保護者対応を割振り変更している学校は少数です。設置してある市町についても、運用
方法を確認して交渉し、働き方の改善につながるものにしていくことが求められます。 
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